
令和８年４月 30日 

保護者の皆様 

舞鶴市教育委員会 

舞鶴市立青葉中学校 

 

タブレット端末の保護者向け管理アプリの導入について 

 

 新緑の候 保護者の皆様にはご健勝にてお過ごしのこととお喜び申しあげます。 

 日頃は、本市教育並びに本校教育にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、一人一台のタブレット端末について、令和８年度から新機器に更新しました。また、導入か

らしばらくが経過し、家庭への持ち帰り学習も活発になっているところです。そこでこの度、タブレ

ット端末がご家庭でも安心してお使いいただけるよう、保護者向け管理アプリを導入することとなり

ました。 

アプリの機能により、特定の時間帯において、子どものタブレット端末内のアプリや WEBサイトに

ついて、操作及び閲覧が可能なものを保護者が制限できるようになります。 

アプリの設定方法について、以下のとおり案内させていただきますので、ご確認くださいますよう、

お願いいたします。 

 

記 

 

１ 導入するシステム 

         

  Jamf Parent for Jamf Pro（Jamf Japan 合同会社） 

 

２ 対象者 

 ・任意の保護者 

  ※ 子どものタブレット端末を制限しない場合は設定不要です。 

   

３ 主な機能 

 ① タブレット端末内のアプリのうち、使用可能なアプリを限定する。 

 ② アクセスを許可する WEBサイトの設定。※１ 

 ③ 「①」及び「②」を適用する時間・曜日のスケジュール設定。※２ 

 

 ※１ 教育委員会の Webフィルタリングソフトでブロックされているサイトには、「許可」を 

してもアクセスできません。 

 ※２ 「6：00～18：00」の時間帯は、学校での使用時間のため、禁止の設定ができません。 

 ※３ 土・日・祝日についても、「6：00～18：00」の時間帯は禁止の設定ができません。 

（参観日や学校行事での利用が想定されるため、平日と同様の時間設定にしています） 

 

 

 



４ 設定方法 

・保護者用スマートフォンアプリ(無料)をダウンロードいただき、子どもの学習用タブレット端

末管理アプリ内の QRコードを読み取ることで、タブレット端末とリンクできます。 

 ・タブレット端末のリンク後、保護者用スマートフォンアプリでデバイスルールを設定ください。 

◇ 別紙「Jamf Parent for Jamf Pro 手順書」参照 

 

 

※１ 設定作業についても、「6：00～18：00」の時間帯は実施できません。恐れ入りますが、 

   「18:00～6:00」の時間帯に作業をお願いします。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      ↑「6：00～18：00」に作業した場合、上記のようにスマートフォンに 

       表示され作業できません。ご注意ください。（機種により表示内容は違います。） 

 


